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平成 26年５月 12日 

 

各 位      

 

会 社 名 株式会社 関西アーバン銀行

代表者名 頭 取 北　　幸二

（コード番号　8545　東証第一部） 

問合せ先 財務企画部長 山崎　康孝

電話番号 06-6281-7000（代表）　  
 

 

支配株主等に関する事項について 

 

 

１．親会社、支配株主（親会社を除く。）又はその他の関係会社の商号等     （平成 26年３月 31日現在） 

名称 属性 

議決権所有割合(％) 発行する株券が 

上場されている 

金融商品取引所等 直接所有分 合算対象分 計 

株式会社 

三井住友フィナン 

シャルグループ 

親会社 － 60.18 60.18 

株式会社東京証券取引所 

市場第一部 

株式会社名古屋証券取引所 

市場第一部 

ニューヨーク証券取引所(米国) 

株式会社 

三井住友銀行 
親会社 49.38 0.35 49.74 － 

(注) 議決権所有割合は、小数点第３位以下を切り捨てて表示しております。 

 

２．親会社等のうち、上場会社に与える影響が最も大きいと認められる会社の名称及びその理由 

株式会社三井住友フィナンシャルグループは、株式会社三井住友銀行の完全親会社であり、株式会社三井住友

フィナンシャルグループが親会社等のうち、当行に与える影響の最も大きい会社であると認められます。 

 

３．株式会社三井住友フィナンシャルグループの概況 

株式会社三井住友フィナンシャルグループ及び同社の関係会社は、銀行業務を中心に、リース業務、証券業務、

クレジットカード業務、投融資業務、ベンチャーキャピタル業務などの金融サービスに係る事業を行っておりま

す。 

また、同社は同社の関係会社に係る経営管理及びこれに附帯する業務を行っております。 

 

４．株式会社三井住友フィナンシャルグループでの当行の位置付け 

株式会社三井住友フィナンシャルグループ及び同社の関係会社において、当行グループは大阪府及び滋賀県を

中心とした関西地区を営業の地盤とし、中堅・中小企業や個人に対してきめ細かなヒューマンタッチの金融サー

ビスを提供するリテールバンクとして、地域密着の営業を展開する地域金融機関の位置付けにあります。 

株式会社三井住友フィナンシャルグループの関係会社の中で、当行と同様に国内で銀行業を営む会社は、株式

会社三井住友銀行、株式会社みなと銀行、株式会社ジャパンネット銀行があり、各社の事業競合の状況は以下の

通りであります。 
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株式会社三井住友銀行は、国際的な事業展開を行う銀行であり、大阪府及び滋賀県を中心とした関西地区を営

業基盤とする地方銀行の当行とは経営のスタンスが大きく異なりますが、大阪府におきましては一部事業競合す

る形となります。しかしながら、大阪府の市場規模が非常に大きいことに加えて、営業戦略や商品戦略の違いか

ら棲み分けが図られており、目立った事業競合はありません。 

また、株式会社みなと銀行は兵庫県を営業基盤としていること、株式会社ジャパンネット銀行はインターネッ

ト専業銀行であることから、特段の事業競合はありません。 

     

５．株式会社三井住友フィナンシャルグループとの資本関係 

平成26年３月31日現在の株式会社三井住友フィナンシャルグループ及び同社の連結子会社との資本関係は以

下の通りであります。 

 

（１）普通株式 （平成 26年３月 31日現在） 

名称 
所有株式数 

(千株) 

発行済株式総数に対する 

所有株式数の割合(％) 

株式会社三井住友フィナンシャルグループ － － 

株式会社三井住友銀行 361,097 48.93 

株式会社セディナ 27,628 3.74 

三井住友カード株式会社 17,817 2.41 

三井住友ファイナンス＆リース株式会社 15,862 2.14 

株式会社日本総合研究所 12,890 1.74 

その他 4,860 0.65 

計 440,157 59.64 

(注) 発行済株式総数に対する所有株式数の割合は、小数点第３位以下を切り捨てて表示しております。 

 

なお、当行は、平成 26年４月 14日開催の取締役会において、平成 26年６月 27日開催予定の第 151期定時

株主総会に単元株式数の変更、株式併合及び定款の一部変更に関する議案を付議することを決議いたしました。 

当該株式併合につきましては、普通株式を対象とし、平成 26年 10月１日をもって、平成 26年９月 30日の

最終の株主名簿に記載又は記録された株主様の所有株式 10株につき１株の割合で併合するものです。なお、

第 151期定時株主総会において、当該株式併合及び単元株式数の変更等に関する定款の一部変更の承認を得る

ことが条件となります。 

 

（２）第一種優先株式 （平成 26年３月 31日現在） 

名称 
所有株式数 

(千株) 

発行済株式総数に対する 

所有株式数の割合(％) 

株式会社三井住友フィナンシャルグループ － － 

株式会社三井住友銀行 73,000 100.00 

計 73,000 100.00 

(注) 発行済株式総数に対する所有株式数の割合は、小数点第３位以下を切り捨てて表示しております。 

 

６．株式会社三井住友フィナンシャルグループとの人的関係 

（１）役員の兼任の状況 

平成 26年３月 31日現在、当行役員 18名のうち、株式会社三井住友フィナンシャルグループの役員を兼ね

る者及び出身者はおりません。 

また、同社の子会社である株式会社三井住友銀行の役員を兼ねる者はなく、出身者は５名であります。 
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（２）受入出向者の状況 

平成 26年３月 31日現在、株式会社三井住友フィナンシャルグループからの受入出向者はおりません。 

また、同社の子会社である株式会社三井住友銀行からの出向者は５名であり、株式会社日本総合研究所から

の出向者は３名であります。これらの出向者については、諸課題を克服していくための補完的な役割を目的に

当行の要請に基づき当面の対応として受け入れております。 

 

７．支配株主等との取引に関する事項           （自 平成 25年 4月 1日 至 平成 26年 3月 31日） 

  

種類 

  

会社等の 

名称 

又は氏名 

  

所在地 

  

資本金又 

は出資金

(百万円) 

事業の 

内容 

又は職業 

議決権等の 

所有(被所有)

割合(％) 

関連当事者 

との関係 

取引の 

内容 

取引金額

(百万円) 

  

科目 

  

期末残高

(百万円) 

親会社 

株式会社 

三井住友 

銀行 

東京都 

千代田

区 

1,770,996 銀行業 
49.74％ 

（0.35％) 
銀行業務 営業取引  2,258 預金 2,195 

(注) １．「議決権等の所有（被所有）割合」欄の（ ）内は、間接所有（内書き）であります。 

(注） ２．取引条件及び取引条件の決定方針等 

(1)一般の取引先と同様に決定しております。 

(2)営業取引の取引金額は、預金の平均残高であります。 

 

８．支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策の履行状況 

当行と親会社等との取引につきましては、一般の取引条件と同様の適切な条件による取引を基本方針とし、そ

の基本方針に沿った規定を定め、その規定に従った運用をしておりますので、少数株主の保護に反するような不

利益な取引を行うことはございません。 

なお、当行は、株式会社三井住友フィナンシャルグループ及び株式会社三井住友銀行の連結対象会社であり、

同社グループの経営方針を踏まえて、当行が独自の判断に基づく経営を行っており、株式上場会社として一定の

独立性を確保しております。 

 

以 上 


